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総   括 

 

１ 監査の基準 

焼津市監査基準（令和２年焼津市監査委員告示第３号。以下「監査基準」という。）に

基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第 199条第１項及び第４項による学校等監査 

 

３ 監査の対象 

監査の対象は次表のとおりである。市立小学校、市立中学校、市立幼稚園、市立保育

園、地域交流センターにおける財務事務の執行状況、準公金の取扱い、学校施設の管理

状況等について監査を実施した。 

小学校 焼津東小学校、焼津西小学校、焼津南小学校、豊田小学校、小川小

学校、東益津小学校、大富小学校、和田小学校、港小学校、黒石小

学校、大井川東小学校、大井川西小学校、大井川南小学校 

中学校 焼津中学校、大村中学校、豊田中学校、小川中学校、東益津中学校、

大富中学校、和田中学校、港中学校、大井川中学校 

幼稚園 大富幼稚園、さつき幼稚園、静浜幼稚園、静浜幼稚園下藤分園、大

井川西幼稚園、大井川南幼稚園 

保育園 小川保育園、石津保育園、旭町保育園、大井川保育園 

地域交流 

センター 

焼津地域交流センター、豊田地域交流センター、小川地域交流セン

ター、東益津地域交流センター、大富地域交流センター、和田地域

交流センター、港地域交流センター、大村地域交流センター、大井

川地域交流センター 

学校等監査は３年に１度のサイクルで現地調査を実施している。下線の学校等は令和

７年度の現地調査対象。 

 

４ 実施日、実施場所及び範囲 

実施日 実施場所 監 査 の 範 囲 

令和７年 10月 

６、７、８、９日 

各小中学校、幼稚園及び地域

交流センターで実施 

令和７年度における事務事業

の執行状況 

（必要に応じて、過年度の事務

事業も対象とした。） 

 

５ 監査の着眼点 

  監査基準に掲げる監査等の目的を着眼とした。 

学校等監査の着眼点 

（１） 財務に関する事務の執行が法令に適合しているか。 
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（２） 準公金に関する事務の執行が適正に行われているか。 

（３） 現金、通帳、郵券等の金券などの管理が適正に行われているか。 

（４） 備品や薬品の保管が適正に行われているか。 

（５） 施設の安全点検や修繕が適正に行われているか。  

  

６ 監査の実施内容 

定期監査実施計画に基づき、関係書類の調査、現地調査、関係職員からの説明を聴取

した後、質疑を行って実施した。 

     

７ 監査の結果 

監査を実施した結果、事務事業や財務に関する執行等については、おおむね適正に執

行されていると認められた。 

   

※用語解説 

 指摘事項：重大な法令違反、著しく公平性・経済性・効率性・有効性に欠ける事業又は

行為、指示しても改善されない事業又は行為で措置や改善を求めるもの、特

に指摘すべき重大な事項であると認められたもの 

 指示事項：指摘には至らないが、事務処理等に措置や改善を求めるもの 

 所  見：検討や要望を求めるもの 
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１ 監査結果 

(1) 小学校 

監査結果 

監査した結果、指摘事項等はなかった。 

 

(2) 中学校 

監査結果 

監査した結果、指摘事項等はなかった。 

 

 (3) 幼稚園 

監査結果 

監査した結果、指摘事項等はなかった。 

 

(4) 地域交流センター 

監査結果 

監査した結果、指摘事項等はなかった。 

  【所見】 

   利用者拡大への取組み 

地域交流センターは「交流・活動・生きがいづくり」の拠点であり、幅

広い世代が利用できる貴重な場であるが、現役世代や男性の参加が課題

となっている。 

新たな利用者確保のために、地域交流センターだより、市ホームペー

ジ、市公式ラインなどさまざまなツールを活用し、施設の認知度を高める

取り組みをされたい。 

 

２ 全体意見 

  【所見】 

   ア 準公金の取扱いについて 

準公金は公金に準じて厳正かつ適切な取扱いが求められており、小中

学校、幼稚園及び地域交流センターにおいては適切な管理に努められて

いるところである。準公金は地方自治法や焼津市財務規則等の適用を受

けないものの、問題があれば職員や市の責任が厳しく問われることにな

る。市民にとって公金か準公金かの違いはないことから、職員を守る意味

でも管理監督者自らが取扱いに責任を持ち出納事務を適切に行うよう要

望する。 
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イ 施設の長寿命化のための予防保全 

公共施設マネジメントにより施設の長寿命化を図るため計画に基づい

て実施しているところである。長期間使用するには日頃からの予防保全

が重要であることから、施設の状況を確認し、施設所管課と調整を図りな

がら適切に管理するよう努められたい。 



 


